
八
街
市
議
会
３
月
定
例
会
に
上
程

し
て
い
た
平
成
30
年
度
予
算
が
３

月
19
日
㈪
に
可
決
・
成
立
し
ま
し
た

当
初
予
算
に
つ
い
て
は
、
厳
し

い
財
政
状
況
を
認
識
し
た
う
え
で
、

限
ら
れ
た
財
源
の
有
効
活
用
を
図

る
た
め
、
施
策
の
厳
選
化
と
重
点

化
を
徹
底
し
た
、
歳
入
に
見
合
っ

た
規
模
の
通
年
型
予
算
と
し
て
編

成
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
平
成
30
年
度
の
全

会
計
を
合
わ
せ
た
当
初
予
算
の
総

額
は
、
対
前
年
度
比
０
・
８
％
減

の
３
８
６
億
８
４
４
１
万
７
千
円

と
な
り
ま
し
た
。
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平
成
30
年
度
会
計
別
予
算
規
模

◎
一
般
会
計

２
２
２
億
８
０
０
０
万
円

︵
対
前
年
度
比
９
・
４
％
増
︶

一
般
会
計
と
は
、
市
の
基
本
的

な
行
政
を
行
う
た
め
の
会
計
で
す
。

◎
特
別
会
計

１
５
０
億
７
９
６
８
万
８
千
円

︵
対
前
年
度
比
12
・
６
％
減
︶

特
別
会
計
と
は
、
特
定
の
事
業

を
行
う
場
合
に
一
般
会
計
と
区
分

し
て
経
理
す
る
必
要
の
あ
る
と
き

に
設
け
る
会
計
で
す
。

当
市
に
は
、
次
の
よ
う
な
会
計

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険

９
１
億
４
１
０
７
万
円

︵
対
前
年
度
比
20
・
３
％
減
︶

国
民
健
康
保
険
税
や
国
庫
支
出

金
お
よ
び
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
が
主
な
財
源
で
、
被
保
険
者
の

疾
病
、
負
傷
、
死
亡
、
出
産
な
ど

に
際
し
、
必
要
な
保
険
給
付
を
行

い
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療

５
億
９
９
９
３
万
１
千
円

︵
対
前
年
度
比
15
・
１
％
増
︶

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
主
な
財

源
で
、
75
歳
︵
一
定
の
障
害
が
あ

る
方
は
65
歳
︶
以
上
の
方
の
医
療

費
給
付
を
行
う
千
葉
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
収
納

さ
れ
た
保
険
料
な
ど
の
納
付
を
行

い
ま
す
。

○
介
護
保
険

４
５
億
５
２
８
８
万
２
千
円

︵
対
前
年
度
比
２
・
３
％
増
︶

介
護
保
険
料
や
支
払
基
金
交
付

金
、
国
お
よ
び
県
支
出
金
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
主
な
財
源

で
、
被
保
険
者
の
要
支
援
、
要
介

護
度
に
応
じ
て
、
必
要
な
保
険
給

付
を
行
い
ま
す
。

○
下
水
道
事
業

７
億
８
５
８
０
万
５
千
円

︵
対
前
年
度
比
５
・
０
％
減
︶

受
益
者
負
担
金
や
下
水
道
使
用

料
、
国
庫
支
出
金
、
市
債
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
主
な
財
源

で
、
公
共
下
水
道
︵
汚
水
・
雨
水
︶

施
設
の
整
備
お
よ
び
維
持
管
理
を

行
い
ま
す
。

◎
企
業
（
水
道
事
業
）
会
計

１
３
億
２
４
７
２
万
９
千
円

︵
対
前
年
度
比
２
・
１
％
減
︶

企
業
︵
水
道
事
業
︶
会
計
と
は
、

市
が
企
業
と
し
て
経
営
す
る
事
業

の
会
計
で
す
。

水
道
料
金
、
県
支
出
金
、
企
業

債
、
一
般
会
計
か
ら
の
出
資
金
や

補
助
金
が
主
な
財
源
で
、
市
民
の

み
な
さ
ん
に
安
全
で
安
心
な
水
の

供
給
を
行
い
ま
す
。

平
成
30
年
度
予
算
が
ス
タ
ー
ト

区　　分 平成30 年度
当初予算額

平成 29 年度
当初予算額 比  較 区　　分 平成 30 年度

当初予算額
平成 29 年度
当初予算額 比  較

市　税 7,384,799 7,205,574 179,225 議会費 215,833 206,921 8,912
地方譲与税 189,000 184,000 5,000189,000 184,000 5,000189,000 184,000 5,000 総務費 2,409,151 1,936,021 473,130
地方消費税交付金 1,217,000 1,084,000 133,0001,084,000 133,000 民生費 9,206,298 8,786,789 419,509
地方交付税 3,420,000 3,600,000 △ 180,0003,600,000 △ 180,000 衛生費 2,154,894 2,209,733 △ 54,839
分担金および負担金 193,734 190,107 3,627 農林水産業費 277,336 257,442277,336 257,442 19,894
使用料および手数料 287,149 300,888 △ 13,739 商工費 128,460 123,801 4,659
国・県支出金 5,545,943 5,034,240 511,703 土木費 2,480,843 1,651,883 828,960
繰入金　※ 1 839,580 439,017839,580 439,017 400,563 消防費 1,347,077 1,271,220 75,8571,271,220 75,857
諸収入 600,468 581,994 18,474 教育費 2,084,044 1,885,2632,084,044 1,885,263 198,781
市　債　※ 2 2,221,800 1,414,400 807,4001,414,400 807,400 公債費　※ 3 1,931,509 1,991,2311,931,509 1,991,231 △ 59,722
その他 380,527 335,780 44,747 その他 44,555 49,69644,555 49,696 △ 5,141
合  計 22,280,000 20,370,000 1,910,00022,280,000 20,370,000 1,910,00022,280,000 20,370,000 1,910,000 合  計 22,280,000 20,370,000 1,910,00022,280,000 20,370,000 1,910,00022,280,000 20,370,000 1,910,000

一般会計当初予算額の比較
（単位：千円）< 歳　入＞ < 歳　出＞

※１　繰入金とは、年度間の財源の均衡を図るために積み立てておいた基金から繰り入れるお金をいいます。
※２　市債とは、建設事業などを行うときの財源とするために国や銀行などから借り入れるお金をいいます。
※３　公債費とは、借り入れた市債の元金と利子を返済するお金をいいます。

平 成 30 年 度 の 主 な 事 業 は ２ ペ ー ジ で 紹 介 し て い ま す 。
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人口の動き　４月１日現在　人口 70,986 人（前月比－ 190 人）　男 36,195 人 女 34,791 人 世帯数 31,475 世帯
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